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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式が存在しないため、「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」は記載しておりませ

ん。 

４．第131期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。  

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、子会社２社及び関連会社３社により構成）が営む事

業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第131期 

第３四半期 
連結累計期間 

第132期 
第３四半期 
連結累計期間 

第131期 

会計期間 

自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成23年 
４月１日 

至平成23年 
12月31日 

自平成22年 
４月１日 

至平成23年 
３月31日 

営業収益（百万円）  16,407  16,636  21,656

経常利益（百万円）  1,014  1,037  1,320

四半期（当期）純利益（百万円）  553  597  606

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 204  320  153

純資産額（百万円）  30,201  30,064  30,149

総資産額（百万円）  36,992  36,425  37,457

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 30.76  33.22  33.69

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  81.3  82.2  80.1

回次 
第131期 

第３四半期 
連結会計期間 

第132期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成23年 
10月１日 

至平成23年 
12月31日 

１株当たり四半期純利益金額

（円） 
 11.15  10.98

２【事業の内容】
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 当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

(1）業績の状況 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に関連する影響から徐々に回復しつつあるもの

の、欧州の財政問題に起因する世界経済の減速懸念や円高の長期化等の要因により、先行きは不透明な状況が続い

ております。 

 物流業界におきましては、国内貨物の保管残高は震災直後に比し回復傾向ではありますが、国内貨物輸送量は減

退の動きが見られ、また、国際貨物におきましては輸入貨物は増加しているものの、輸出貨物は円高の影響を受け

て減少しており、引き続き厳しい経営環境で推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、ＷＭＳ（倉庫管理システム）の高度化等業務の品質向上を図ると

ともに、環境に配慮したグリーン経営の推進や電力需給対策に呼応した節電等にも取り組み、経営の効率化に努め

ました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は16,636,099千円（前年同期比1.4％増）、営業利益は

950,217千円（前年同期比6.3％増）、経常利益は1,037,733千円（前年同期比2.3％増）、四半期純利益は597,521

千円（前年同期比8.0％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 倉庫業 

 倉庫業におきましては、入出庫高、保管残高ともに前年同期に比し増加しました。これらの結果、倉庫業の営

業収益は3,904,681千円（前年同期比6.1％増）、セグメント利益は441,006千円（前年同期比46.4％増）となり

ました。 

② 運送業 

 運送業におきましては、取扱数量は出庫高の増加の影響等により、前年同期に比し増加しました。これらの結

果、運送業の営業収益は8,713,268千円（前年同期比0.7％増）、セグメント利益は651,864千円（前年同期比

6.9％減）となりました。 

③ 国際貨物取扱業 

 国際貨物取扱業におきましては、通関業の取扱数量は前年同期に比し増加しましたが、梱包業の取扱数量は輸

出の落ち込みに伴い、減少しました。これらの結果、国際貨物取扱業の営業収益は4,073,214千円（前年同期比

1.4％減）、セグメント利益は275,318千円（前年同期比17.6％減）となりました。 

  

(2）財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,031,612千円減の

36,425,454千円となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が250,643千円、繰延税金資産が154,053千

円、固定資産の建物及び構築物が590,467千円、投資有価証券が257,749千円減少したこと等によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ947,095千円減の6,360,509千円となりました。これは主に、流動

負債の短期借入金が200,000千円、１年内返済予定の長期借入金が242,300千円、未払法人税等が252,301千円、賞

与引当金が112,072千円、災害損失引当金が137,897千円減少したこと等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ84,516千円減の30,064,944千円となりました。これは主に、利

益剰余金は192,680千円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が279,921千円減少したこと等によるもので

す。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.1ポイント増の82.2%となりました。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

  

Ⅰ．基本方針の内容の概要 

当社は、上場会社である当社の株式は、株主または投資家の皆様に自由に取引されるものであり、特定の者によ

る当社の株式の大量買付等に応じるか否かは、当社株主の皆様に十分な情報が提供された上で、最終的には当社株

主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えており、これが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に中

長期的に資するものである限りにおいて、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付等

の中には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあるもの等の不適切な買付等があること

を、否定することができません。 

当社は、このような特定の者による当社株式の大量買付等に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ず

る等、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、

その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くもので

ない限り、最終的には会社の利益の帰属主体である株主の皆様自身の判断において対抗措置を行うことができるほ

か、当該特定の者が必要な情報や時間を提供しない場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を顧みずに当

該特定の者自身の利益のみを図る場合等、取締役会の判断により相当な対抗措置を講ずることが許容される場合が

あると考えております。 

当社は、当社株式の大量買付等を行う者に対して、遵守すべき一定の手続があること、また、法令および当社定

款等の許容する限度において、相当な対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告すること等により、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付等を防止することとします。 

  

Ⅱ．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 

① 企業価値向上への取組み 

 当社グループは、企業理念である『誠実』『進歩』『挑戦』に基づき、コーポレート・スローガン「未来を

預かる、未来を運ぶ」を制定するとともに、以下のとおりグループ経営中長期ビジョンを策定しております。 

■ 企業の物流効率化、コスト削減等のソリューションを提案できる総合物流会社 

■ 陸海空機能と物流センター機能を備えたサービス提供力のある総合物流会社 

■ 収益力、健全な財務バランスと高度な品質に支えられた信頼感のある企業 

■ 環境経営、内部統制などCSRを果たせる企業 

■ 未来志向で創造力のある人材育成ができる企業 

 当社は、これまでの実績を踏まえつつ、お客様、株主、社員、その他のステークホルダーの皆様により一層

信頼され、これら企業理念、コーポレート・スローガンやグループ経営中長期ビジョンに相応しい企業作りに

今後とも取組み、企業価値向上に努めてまいります。そして、お客様本位、品質本位をもとに当社企業理念の

「誠実」に戻り原点回帰を旨として、2010年度から「do the best at all times sincerely for the 

clients」（お客様のために心から常に最善を尽くします。）をモットーに、第三次３ヵ年中期経営計画

「BASIC 2012」を策定いたしました。 

 第三次３ヵ年中期経営計画最終年度において当社は、（ａ）お客様から信頼される物流パートナー（ｂ）強

固な財務基盤に基づく信用力ある企業を目指してまいります。その基本方針として、次の２点を掲げていま

す。 

● 「お客様本位」「品質本位」に基づいた物流サービスの提供を推進してまいります。 

● 経営資源の最適配分と強固な経営財務基盤を構築いたします。 

 そして基本方針に基づき、「ソリューション」、「信頼性」、「選択と集中」をキーワードとして掲げ、以

下の主たる取組みを推進しております。 

（ａ）物流総合施設と機能を核にソリューション営業力の強化と地域密着による事業基盤の強化 

（ｂ）安全、安心な品質本位のサービス追求による信頼性の向上 

（ｃ）経営資源の選択と集中による効率経営の推進等コスト競争力の強化 

（ｄ）堅実な経営財務政策の遂行と株主共同の利益の確保 

（ｅ）未来志向で創造力豊かな人材の育成 

  

② コーポレート・ガバナンスへの取組み 

 当社は、経営の透明性確保の観点から当社経営陣から独立した社外取締役、社外監査役各２名に就任いただ

き、独立役員として各氏を株式会社大阪証券取引所に届出を行っております。また、内部統制委員会を設置
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し、コンプライアンス、リスク管理、内部統制に関する体制を一元管理し、定期的に報告、審議を実施してい

ます。さらに、企業行動規範を定め、内部通報制度を始めとする様々な施策を推進しています。 

 当社は、引続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、株主の皆様を始めステークホルダーの皆様との

更なる信頼関係を構築し、CSRを果たせる企業作りに注力し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に

努めてまいります。 

  

Ⅲ．本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み（本プラン）の概要 

 当社は平成２１年６月２９日開催の第１２９回定時株主総会において、本基本方針に照らして不適切な者に

よって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量

取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を決議しました。本プランの概要

は以下のとおりです。 

ア．本プランの対象となる買付等 

 当社取締役会の同意を得ないで行われる買付等のうち、①当社が発行者である株券等（以下「当社株券

等」といいます。）について、保有者およびその共同保有者等の株券等保有割合が２０％以上となる買付

等、ならびに②当社株券等について、公開買付を行う者の株券等の株券等所有割合およびその特別関係者等

の株券等所有割合の合計が２０％以上となる公開買付を対象とします（以下、本プランの対象となる上記行

為を「買付等」といいます。）。 

イ．本プランの手続概要 

 買付等を行う者または提案する者（以下「買付者等」といいます。）は、①当社取締役会および独立委員

会に対し、当該買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会または独立委員会が定める合理的期間内

に提供し、②原則として６０日間（対価を現金（円価）のみとする当社株券等全部の公開買付の場合）また

は９０日間（その他の買付等の場合）の当社独立委員会による検討、対抗措置の発動、不発動、株主総会招

集等の勧告のための期間（以下「独立委員会検討期間」といいます。）が経過し、かつ③当社取締役会また

は株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまでは、買付等を開始し、または進めることが許さ

れないものとします。 

 また、本プランを適正に運用し、当社取締役会の恣意的判断を防止するため独立委員会を設置するととも

に、株主の皆様の意思を確認するため、必要に応じて株主総会の招集を行うこととします。独立委員会は当

社経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁

出身者、弁護士、公認会計士、および学識経験者等）の中から当社の取締役会が選任した３名以上の委員で

構成されます。 

ウ．独立委員会の勧告 

 独立委員会は、当該買付者等が本プランに定める手続を遵守していないと認めた場合、下記①ないし⑤に

相当する買付等（以下「不適切な買付等」といいます。）であると認めた場合、または下記⑥ないし⑦に相

当する等、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めた場合に

は、「対抗措置を発動することを勧告する」旨（以下「発動勧告」といいます。）、またそのおそれがない

と認めた場合には、「対抗措置を発動しないことを勧告する」旨の勧告（以下「不発動勧告」といいま

す。）を行うこととします。また、独立委員会は、発動勧告または不発動勧告のいずれも行わず、株主総会

の招集等が相当と認める旨の勧告を行うことができます。さらに、独立委員会は、当社取締役会が対抗措置

の発動または不発動を決定した後であっても、当該決定の前提となる事実関係に変動が生じた場合等におい

ては、改めて不発動勧告または発動勧告を行うことができます。当社取締役会は、上記勧告を最大限尊重す

るものとします。 

① 株価を高騰させて高値で当社およびその関係者に引取らせることを目的とする行為 

② 当社が事業を行うために必要な資産（有形資産のほか、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報および主

要取引先ならびに顧客等の無形資産を含みます。）を当該買付者等またはその関係者に取得させることを

目的とする行為 

③ 当社の資産（その定義は上記②に定めるところによります。）を当該買付者等またはその関係者等の債

務の担保として供することまたはその弁済原資として用いることを目的とする行為 

④ 当面当社の積極的な事業の用に供されていない不動産および有価証券等の高額資産を処分させ、その処

分利益をもって一時的な高配当を行わせることまたは一時的な高配当によって株価を急上昇させて当社株

式の高値売り抜けを目的とする行為 

⑤ 強圧的二段階買付（最初の買付で当社株券等全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不

利に設定し、または二段階目の買付条件を明確にしないで公開買付等による株券等の大量買付け等を行う

ことをいいます。）その他当社株券等の保有者にその売却を事実上強要するおそれのある行為 
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⑥ 買付等の条件（買付対価の種類・金額、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能

性、買付等の後における当社従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者

（以下「当社利害関係者」といいます。）の処遇等の方針等を含みます。）が、当社の本源的価値に鑑

み、不十分または不適当な買付等である場合 

⑦ 買付者等による買付等の後の経営方針、事業計画、投下資本の回収方針等の内容が不十分または不適当

であること等のため、当社と当社利害関係者との間の信頼関係・取引関係等を毀損する、または当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を毀損する重大なおそれのある買付等である場合 

エ．取締役会による決議 

① 手続を遵守しない買付者等に対する対抗措置の発動の決議 

 当社取締役会は、独立委員会が当該買付者等は本プランの定める手続を遵守していないと認めて発動勧

告をしたときは、独立委員会の発動勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動を決議することができます。 

② 不適切な買付等に対する対抗措置の発動の決議 

 当社取締役会は、独立委員会が当該買付等は上記ウ．①ないし⑤に相当する不適切な買付等に該当する

と認めて発動勧告をしたときは、独立委員会の発動勧告を最大限尊重して、原則として株主総会の決議を

経ることなく、対抗措置の発動を決議することができます。 

③ 企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付等に対する対抗措置の発動の決議 

 当社取締役会は、独立委員会が上記ウ．⑥ないし⑦に相当する等、当該買付等が当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて発動勧告をしたときは、株主総会を招集し、当該株主

総会における対抗措置を発動する旨の決議を経て、当該買付等に対し対抗措置の発動を決議することがで

きるものとします。また、当社取締役会は、独立委員会が株主総会の招集を勧告したときは、独立委員会

の勧告を最大限尊重して、株主総会を招集し、当該株主総会における対抗措置を発動する旨の決議を経

て、当該買付等に対し対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

④ 対抗措置の不発動の決議 

 当社取締役会は、必要があると認めたときは、買付者等に対し対抗措置を発動しないことを決議するこ

とができます。当社取締役会は、独立委員会が不発動勧告をしたときは、当該勧告を最大限尊重します。

なお、当社取締役会は、対抗措置の不発動を決定した後であっても、当該決定の前提となった事実関係に

変動が生じ、買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあると判断される場合

等には、改めて独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重して、対抗措置を発動することを決定するこ

とがあります。 

⑤ 取締役会による決議を行うまでの期間 

 当社取締役会は、独立委員会が発動勧告をしたとき、不発動勧告をしたときまたは株主総会の招集等が

相当と認める勧告をしたときのいずれの場合においても、独立委員会からの勧告を書面で受領後１０営業

日以内に、対抗措置を発動する旨、対抗措置を発動しない旨、または株主総会を招集する旨を決議しなけ

ればならないものとします。 

オ．株主総会 

 当社取締役会は、独立委員会が当該買付等は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれが

あると認めて発動勧告したときは、当該買付等に対し対抗措置を発動するか否かについて、当社株主の皆様

の意思の確認を行うために株主総会を招集し、当該株主総会における対抗措置を発動する旨の承認決議を経

て、対抗措置を発動する取締役会決議を行うことができるものとします。また、当社取締役会は、独立委員

会が株主総会の招集を勧告した場合等においても、株主総会を招集することができるものとします。 

カ．対抗措置の手段 

 当社は独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上を図るた

め、買付等に対する対抗措置として、新株予約権の無償割当等必要な措置の中からその時点で最も適切と当

社取締役会が判断したものを選択し、当社取締役会または株主総会で決議するものとします。 

キ．対抗措置発動後の中止、停止または変更 

 当社取締役会は、本プランに従い対抗措置を発動することを決定した後であっても、①買付者等が当該買

付等を中止した場合や、②対抗措置を発動する旨の決定の前提となった事実関係に変動が生じ、当該買付等

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがないと判断される場合には、改めて独立委員

会に諮問し、その勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動の中止、停止または変更を決定することがありま

す。対抗措置として、新株予約権無償割当をする場合において、権利の割当を受けるべき株主が確定した後

に、上記事情が生じ、当社取締役会が対抗措置の発動の中止または停止を決定した場合には、新株予約権の

効力発生日の前日までの間は新株予約権の無償割当を中止または停止し、新株予約権の無償割当後、行使期

間の開始日の前日までの間は当社が無償で新株予約権を取得すること等ができるものとします。 
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ク．本プランの発効、有効期間、廃止および変更 

 本プランは、上記第１２９回定時株主総会において決議されたことをもって発効しており、その有効期間

は、上記第１２９回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会終結のときまでとなっております。ただし、本プランの有効期間中であっても、当社株主総会または当社

取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるもの

とします。また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、証券取引所

規則等の新設もしくは改廃が行われ、または重要な司法判断が示され、当該新設、改廃または判断を反映す

るのが適切である場合、形式的な修正を行うのが適切である場合、株主総会決議の趣旨の範囲内で独立委員

会の承認を得たうえで、本プランを修正・変更する場合があります。 

   

 なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.chuosoko.co.jp)に掲載する2009年

５月20日付け「当社株式の大量取得行為への対応策（買収防衛策）に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

Ⅳ．特別な取組みおよび本プランが本基本方針に沿うものであること 

 当社取締役会は、上記特別な取組みである企業価値向上への取組み、コーポレート・ガバナンスへの取組み

を推進することは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、当社の企業価値・株主共同の利益に反する

買付行為が行われることを未然に防止しようとするものであり、本基本方針に沿うものであると判断しており

ます。また、本プランにつきましても、当社株式の大量買付け等を行う者に対して、遵守すべき一定の手続が

あること、また、法令および当社定款等の許容する限度において相当な対抗措置を実施することがあり得るこ

とを具体的に明記しており、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであると判断しております。 

  

Ⅴ．特別な取組みおよび本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 

 当社取締役会は、上記特別な取組みは当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるものであり、当社株主

の共同の利益を損なうものではないと判断しております。また、本プランも①買収防衛策に関する指針の要件

をすべて充足していること②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること③株主意思を重

視するものであることから、当社株主の共同の利益を損なうものではないと判断しております。 

  

Ⅵ．特別な取組みおよび本プランが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

 当社取締役会は、上記特別な取組みは当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるものであり、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。また、本プランは①独立性の高い社外者

の判断の重視と情報開示を適時適正に行うこと②合理的客観的な発動要件を設定していること③第三者専門家

の意見を取得すること④デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないことから、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

    

(4）研究開発活動 

 特記事項はありません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  80,000,000

計  80,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成24年２月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  19,064,897  19,064,897
大阪証券取引所 

市場第二部 

単元株式数 

100株  

計  19,064,897  19,064,897 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成23年10月１日～ 

平成23年12月31日  
 －  19,064,897  －  2,734,294  －  2,263,807

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（自己株式等）」は、全て当社所有の自己株式であります。 

②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    1,075,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   17,960,800  179,608 － 

単元未満株式 普通株式       28,497 － 
１単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数  19,064,897 － － 

総株主の議決権 －  179,608 － 

  平成23年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱中央倉庫 
京都市下京区朱雀

内畑町41番地 
 1,075,600  －  1,075,600  5.64

計 －  1,075,600  －  1,075,600  5.64

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,428,559 5,177,915

受取手形及び営業未収入金 3,104,202 ※1  3,201,429

貯蔵品 11,988 11,899

繰延税金資産 209,371 55,318

その他 444,090 530,395

貸倒引当金 △14,711 △15,292

流動資産合計 9,183,502 8,961,667

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,678,268 12,087,800

機械装置及び運搬具（純額） 724,492 738,637

土地 9,629,710 9,609,596

リース資産（純額） 32,588 50,056

その他（純額） 153,368 175,153

有形固定資産合計 23,218,427 22,661,243

無形固定資産 39,620 44,203

投資その他の資産   

投資有価証券 4,702,596 4,444,847

繰延税金資産 12,325 11,324

その他 316,545 312,541

貸倒引当金 △15,950 △10,374

投資その他の資産合計 5,015,516 4,758,339

固定資産合計 28,273,564 27,463,787

資産合計 37,457,066 36,425,454
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,159,616 ※1  1,076,998

短期借入金 3,310,000 3,110,000

1年内返済予定の長期借入金 825,100 582,800

リース債務 12,504 18,552

未払法人税等 270,182 17,881

賞与引当金 219,281 107,209

役員賞与引当金 17,300 12,600

災害損失引当金 137,897 －

その他 593,486 ※1  626,394

流動負債合計 6,545,368 5,552,435

固定負債   

長期借入金 429,100 508,500

リース債務 21,712 34,006

繰延税金負債 106,629 64,272

退職給付引当金 87,575 92,298

負ののれん 2,436 －

その他 114,781 108,996

固定負債合計 762,236 808,074

負債合計 7,307,605 6,360,509

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,734,294 2,734,294

資本剰余金 2,263,807 2,263,807

利益剰余金 25,847,946 26,040,627

自己株式 △930,793 △930,570

株主資本合計 29,915,255 30,108,158

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 110,827 △169,094

為替換算調整勘定 △7,318 △7,277

その他の包括利益累計額合計 103,508 △176,371

少数株主持分 130,696 133,157

純資産合計 30,149,461 30,064,944

負債純資産合計 37,457,066 36,425,454
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業収益 16,407,906 16,636,099

営業原価 15,046,552 15,241,174

営業総利益 1,361,353 1,394,924

販売費及び一般管理費 467,553 444,707

営業利益 893,799 950,217

営業外収益   

受取利息 803 597

受取配当金 91,142 91,794

社宅使用料 8,489 7,927

負ののれん償却額 2,436 2,436

持分法による投資利益 11,063 9,399

その他 53,306 16,426

営業外収益合計 167,243 128,583

営業外費用   

支払利息 44,935 39,987

その他 1,647 1,080

営業外費用合計 46,582 41,067

経常利益 1,014,460 1,037,733

特別利益   

固定資産売却益 5,586 11,524

投資有価証券売却益 2,492 －

特別利益合計 8,078 11,524

特別損失   

固定資産除却損 1,180 5,520

固定資産売却損 5,163 618

投資有価証券評価損 62,865 1,111

災害による損失 － 29,400

特別損失合計 69,209 36,650

税金等調整前四半期純利益 953,330 1,012,607

法人税、住民税及び事業税 323,794 304,501

法人税等調整額 70,913 106,510

法人税等合計 394,707 411,012

少数株主損益調整前四半期純利益 558,622 601,594

少数株主利益 5,309 4,072

四半期純利益 553,312 597,521
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 558,622 601,594

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △352,359 △280,778

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,518 41

その他の包括利益合計 △353,878 △280,736

四半期包括利益 204,744 320,858

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 199,323 317,641

少数株主に係る四半期包括利益 5,421 3,216
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（の

れんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

配当金支払額 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

配当金支払額 

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成23年12月31日） 

 ――――――――― 

  

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形 

 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の満期手形が当第３四半期

連結会計期間末残高に含まれております。  

  

 受取手形     千円41,728

 支払手形 千円4,968

 流動負債 その他 

 （設備関係支払手形）  
 千円11,618

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

減価償却費 千円959,148

負ののれんの償却額 千円2,436

減価償却費 千円912,890

負ののれんの償却額 千円2,436

（株主資本等関係）

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資  

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 224,869 12.50  平成22年３月31日  平成22年６月30日 利益剰余金 

平成22年11月９日 

取締役会 
普通株式 179,891 10.00  平成22年９月30日  平成22年12月６日 利益剰余金 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資  

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  224,863  12.50  平成23年３月31日  平成23年６月30日 利益剰余金 

平成23年11月10日 

取締役会 
普通株式  179,892  10.00  平成23年９月30日  平成23年12月６日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△441,716千円には、セグメント間取引消去29千円、各報告セグメントに配分さ

れていない全社費用△441,745千円が含まれております。全社費用は、親会社の本社管理部門に係る費用で

あります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△417,971千円には、セグメント間取引消去19千円、各報告セグメントに配分さ

れていない全社費用△417,990千円が含まれております。全社費用は、親会社の本社管理部門に係る費用で

あります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 
（千円）  

四半期連結
損益計算書
計 上 額
（注）２ 
（千円） 

倉庫業 
(千円）  

運送業 
（千円） 

国際貨物 
取扱業 
（千円） 

計 
(千円） 

営業収益             

外部顧客への営業収益  3,648,836  8,626,051  4,133,018  16,407,906  －  16,407,906

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 30,339  30,426  －  60,765  △60,765  －

計  3,679,176  8,656,477  4,133,018  16,468,672  △60,765  16,407,906

セグメント利益  301,185  700,378  333,952  1,335,516  △441,716  893,799

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 
（千円）  

四半期連結
損益計算書
計 上 額
（注）２ 
（千円） 

倉庫業 
(千円）  

運送業 
（千円） 

国際貨物 
取扱業 
（千円） 

計 
(千円） 

営業収益             

外部顧客への営業収益  3,878,316  8,684,568  4,073,214  16,636,099  －  16,636,099

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 26,364  28,700  －  55,065  △55,065  －

計  3,904,681  8,713,268  4,073,214  16,691,164  △55,065  16,636,099

セグメント利益  441,006  651,864  275,318  1,368,189  △417,971  950,217
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 30 76 円 銭 33 22

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  553,312  597,521

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  553,312  597,521

普通株式の期中平均株式数（千株）  17,989  17,989

（重要な後発事象）
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 平成23年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額            179,892千円 

（ロ）１株当たりの金額                 10円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日        平成23年12月６日 

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中央倉

庫の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論  

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中央倉庫及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

      平成24年２月９日 

株式会社中央倉庫       

  取締役会 御中     

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 安藤 泰蔵  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 尾仲 伸之  印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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